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○
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
四
号

建
築
士
法
施
行
規
則
及
び
建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（

令
和
元
年
国
土
交
通
省
令
第
四
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第

三
十
八
号
）
第
一
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
建
築
士
法
施
行
規
則
第
十
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交

通
大
臣
が
定
め
る
実
務
を
定
め
る
件
（
平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。令

和
元
年
十
一
月
一
日

国
土
交
通
大
臣

赤
羽

一
嘉

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し

て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
対
象
規
定
を
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
も
の
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲

げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

建
築
士
法
施
行
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
第
七
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め

建
築
士
法
施
行
規
則
第
十
条
第
一
項
第
六
号
の
国
土
交
通
大
臣
が
定
め
る
実

る
実
務
を
定
め
る
件

務
を
定
め
る
件

第
一

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
「
規

第
一

建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
。
以
下
「
規

則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
が
定

則
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
定
め
る

め
る
実
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

実
務
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

次
に
掲
げ
る
業
務
の
補
助
の
実
務
（
単
な
る
記
録
の
作
成
に
関
す
る
も
の
を

一

消
防
長
又
は
消
防
署
長
が
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号

除
く
。
）

）
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
同
意
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
行
う
審

査
に
関
す
る
実
務

イ

住
宅
の
品
質
確
保
の
促
進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
一
年
法
律
第
八
十

一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
登
録
住
宅
性
能
評
価
機
関
が
同
法
第
十
三
条
の
評

価
員
に
実
施
さ
せ
る
同
法
第
七
条
第
一
項
の
評
価
の
業
務

ロ

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
七

年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る

登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
判
定
機
関
が
行
う
同
法
第
十
二
条
第
一

項
及
び
第
二
項
並
び
に
同
法
第
十
三
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
建
築
物
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費
性
能
適
合
性
判
定
の
業
務

ハ

建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能
の
向
上
に
関
す
る
法
律
第
二
十
四
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
登
録
建
築
物
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
性
能

評
価
機
関
が
行
う
特
殊
の
構
造
又
は
設
備
を
用
い
る
建
築
物
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
性
能
に
関
す
る
評
価
の
業
務

ニ

独
立
行
政
法
人
住
宅
金
融
支
援
機
構
法
施
行
令
（
平
成
十
九
年
政
令
第
三

十
号
）
第
七
条
第
一
項
第
三
号
イ
に
掲
げ
る
業
務
（
貸
付
金
に
係
る
建
築
物

又
は
建
築
物
の
部
分
の
工
事
の
審
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
同
号
ロ

に
掲
げ
る
業
務

ホ

平
成
二
十
年
国
土
交
通
省
告
示
第
三
百
八
十
三
号
第
一
条
第
三
号
の
現
場

検
査
員
と
し
て
行
う
同
告
示
第
一
条
第
二
号
の
現
場
検
査
の
業
務
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二

次
に
掲
げ
る
工
事
（
建
築
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
施
工
の
技
術
上
の

二

建
築
物
の
耐
震
診
断
（
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

管
理
に
関
す
る
実
務

七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
耐
震
診
断
を
い
う
。

）
に
関
す
る
実
務

イ

と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
（
建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律

第
百
号
）
別
表
第
一
に
掲
げ
る
と
び
・
土
工
・
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
を
い
い

、
鉄
骨
の
組
立
て
を
行
う
も
の
又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
の
建
築
物
の
柱
若
し

く
は
は
り
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）

ロ

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
（
建
設
業
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
タ

イ
ル
・
れ
ん
が
・
ブ
ロ
ッ
ク
工
事
を
い
う
。
）

ハ

鋼
構
造
物
工
事
（
建
設
業
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
鋼
構
造
物
工
事
を
い
う

。
）

ニ

鉄
筋
工
事
（
建
設
業
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
鉄
筋
工
事
を
い
う
。
）

ホ

内
装
仕
上
工
事
（
建
設
業
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
内
装
仕
上
工
事
を
い
い

、
建
築
物
の
修
繕
又
は
改
修
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ヘ

建
具
工
事
（
建
設
業
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
建
具
工
事
を
い
い
、
カ
ー
テ

ン
ウ
ォ
ー
ル
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）

ト

解
体
工
事
（
建
設
業
法
別
表
第
一
に
掲
げ
る
解
体
工
事
を
い
い
、
建
築
基

準
法
第
六
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
建
築
物
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

三

消
防
長
又
は
消
防
署
長
が
建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号

（
新
設
）

）
第
九
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
同
意
を
求
め
ら
れ
た
場
合
に
行
う
審

査
に
関
す
る
実
務

四

建
築
行
政
に
関
す
る
実
務
（
国
の
職
員
と
し
て
の
職
務
に
係
る
も
の
を
除
く

（
新
設
）

。
）

五

地
方
公
共
団
体
が
行
う
住
宅
に
関
す
る
技
術
上
の
調
査
、
審
査
、
評
価
そ
の

（
新
設
）

他
こ
れ
ら
に
類
す
る
業
務
に
関
す
る
実
務

六

地
方
公
共
団
体
が
行
う
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
四

（
新
設
）

条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
都
市
計
画
事
業
（
建
築
物
の
整
備
に
関
す
る
も
の
に

限
る
。
）
の
施
行
に
関
す
る
実
務
（
第
四
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

七

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
学

（
新
設
）

校
に
お
い
て
令
和
元
年
国
土
交
通
省
告
示
第
七
百
五
十
三
号
第
一
第
一
号
イ
か
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ら
ホ
ま
で
に
定
め
る
講
義
又
は
演
習
の
講
師
と
し
て
従
事
す
る
実
務

八

建
築
物
に
係
る
研
究
開
発
に
関
す
る
実
務
（
公
正
な
第
三
者
が
関
与
し
て
公

（
新
設
）

表
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
）

九

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
国
土
交
通
大
臣
が
規
則
第
一
条
の
二
第
一

（
新
設
）

項
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
実
務
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を

要
す
る
と
認
め
る
実
務

２

学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
院
（
第
四
項
に
お
い
て
単
に
「
大
学
院
」
と
い
う
。

２

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
院
（
第
四
項

）
の
課
程
（
建
築
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
建
築
物
の
設
計
又
は

に
お
い
て
単
に
「
大
学
院
」
と
い
う
。
）
の
課
程
（
建
築
に
関
す
る
も
の
に
限
る

工
事
監
理
に
係
る
実
践
的
な
能
力
を
培
う
こ
と
を
目
的
と
し
て
建
築
士
事
務
所
そ

。
）
に
お
い
て
、
建
築
物
の
設
計
又
は
工
事
監
理
に
係
る
実
践
的
な
能
力
を
培
う

の
他
の
施
設
で
行
う
実
習
（
次
項
に
お
い
て
「
実
務
実
習
」
と
い
う
。
）
に
係
る

こ
と
を
目
的
と
し
て
建
築
士
事
務
所
そ
の
他
の
施
設
で
行
う
実
習
（
第
三
項
に
お

単
位
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
単
位
数
修
得
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
課
程

い
て
「
実
務
実
習
」
と
い
う
。
）
に
係
る
単
位
を
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
単
位

の
在
学
期
間
の
う
ち
同
表
下
欄
に
掲
げ
る
年
数
を
規
則
第
一
条
の
二
第
一
項
の
建

数
修
得
し
た
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
課
程
の
在
学
期
間
の
う
ち
同
表
下
欄
に
掲
げ

築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
と
す
る
。

る
年
数
を
規
則
第
十
条
第
一
項
の
建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
と
す
る
。

単
位
数

年
数

単
位
数

年
数

三
十
単
位
以
上

二
年

三
十
単
位
以
上

二
年

十
五
単
位
以
上
三
十
単
位
未
満

一
年

十
五
単
位
以
上
三
十
単
位
未
満

一
年

３

実
務
実
習
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
と
き
は
、
そ
の

３

実
務
実
習
に
関
連
し
て
必
要
と
な
る
科
目
の
単
位
を
修
得
し
た
と
き
は
、
そ
の

修
得
し
た
単
位
の
単
位
数
を
前
項
の
単
位
数
の
う
ち
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

修
得
し
た
単
位
の
単
位
数
を
前
項
の
単
位
数
の
う
ち
に
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

建
築
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の

４

建
築
士
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
百
十
四
号
）
の

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
院
、
学
校
教

施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
か
ら
引
き
続
き
大
学
院
、
学
校
教

育
法
に
よ
る
大
学
の
専
攻
科
又
は
同
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
（
い
ず

育
法
に
よ
る
大
学
の
専
攻
科
又
は
同
法
に
よ
る
高
等
専
門
学
校
の
専
攻
科
（
い
ず

れ
も
建
築
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
大
学
院
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
し

れ
も
建
築
に
関
す
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
大
学
院
等
」
と
い
う
。
）
に
在
学
し

て
い
る
者
（
当
該
大
学
院
等
に
入
学
す
る
以
前
に
正
規
の
建
築
に
関
す
る
課
程
又

て
い
る
者
（
当
該
大
学
院
等
に
入
学
す
る
以
前
に
正
規
の
建
築
に
関
す
る
課
程
又

は
正
規
の
土
木
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
限
る
。

は
正
規
の
土
木
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
及
び
こ
れ
に
準
ず
る
者
に
限
る
。

）
が
施
行
日
以
後
に
当
該
大
学
院
等
を
修
了
又
は
卒
業
し
、
か
つ
当
該
大
学
院
等

）
が
施
行
日
以
後
に
当
該
大
学
院
等
を
修
了
又
は
卒
業
し
、
か
つ
当
該
大
学
院
等

に
お
け
る
研
究
が
建
築
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

に
お
け
る
研
究
が
建
築
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は

、
そ
の
者
の
当
該
大
学
院
等
に
お
け
る
在
学
期
間
は
、
二
年
を
限
度
と
し
て
規
則

、
そ
の
者
の
当
該
大
学
院
等
に
お
け
る
在
学
期
間
は
、
二
年
を
限
度
と
し
て
規
則

第
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
と
す
る
。

第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
建
築
に
関
す
る
実
務
の
経
験
と
す
る
。
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附

則

こ
の
告
示
は
、
建
築
士
法
施
行
規
則
及
び
建
築
士
法
に
基
づ
く
中
央
指
定
登
録
機
関
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改

正
す
る
省
令
の
施
行
の
日
（
令
和
二
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


